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(54)【発明の名称】 健康状態管理システム及び健康状態管理方法

(57)【要約】
【課題】患者に不意の健康状態の異常が発生した場合
や、生活習慣病患者が海外で長期滞在する場合に、適切
な医療措置を受けることが出来る。
【解決手段】携帯検査装置５、健康管理システム６、救
急システム９、精算システム７及び会計システム８を具
備する健康状態管理システムを用いる。携帯検査装置５
は、患者１に携帯され、患者１の生体データを含む生体
情報と、患者１の位置情報を出力する。健康管理システ
ム５は、生体情報と、予め設定された基準生体情報とに
基づいて、患者１の異常を判定する。そして、その異常
と位置情報とに基づいて、その位置へ救急車を派遣する
依頼を救急システム９へ出力する。救急システム９は、
依頼に基づいて、その位置への救急車の派遣を指令す
る。また、精算システム７は、救急車の派遣に対する料
金の請求を行なう。会計システム８は、その請求に基づ
いて、料金の支払に関する処理を患者１に代行して行
う。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】患者に携帯され、前記患者の生体データを
自動的に計測し、更に必要に応じて前記患者本人に入力
され、生体情報として出力する携帯検査装置と、
前記生体情報と、予め設定された基準生体情報とに基づ
いて、前記患者の異常を検知し、前記異常に対して予め
設定された対処を行なう健康管理システムと、
を具備する健康状態管理システム。
【請求項２】救急車の派遣の要請に基づいて、前記救急
車の派遣を指令可能な救急システムを更に具備し、
前記携帯検査装置は、更に、前記携帯検査装置の位置と
しての位置情報を出力し、
前記健康管理システムは、前記予め設定された対処とし
て、前記異常と前記位置情報とに基づいて、前記位置へ
前記救急車を派遣する依頼を前記救急システムへ出力
し、
前記救急システムは、前記依頼に基づいて、前記位置へ
の前記救急車の派遣を指令する、
請求項１に記載の健康状態管理システム。
【請求項３】前記予め設定された対処に対する料金の請
求を行なう精算システムと、
前記請求に基づいて、前記料金の支払に関する処理を前
記患者に代行して行う会計システムと、
を更に具備する、
請求項１又は２に記載の健康状態管理システム。
【請求項４】患者に携帯され、
前記患者の複数の生体データの各々の計測を行なう複数
のセンサと、
前記患者本人が前記生体データの入力を行う入力部と、
前記患者の位置を把握する位置確認部と、
前記計測を制御し、前記計測及び前記入力の結果として
の生体情報と前記位置としての位置情報とを生成する検
査制御部と、
前記生体情報と前記位置情報とを外部へ出力する携帯端
末部と、
前記生体情報と、前記生体情報に基づいて前記外部から
得られる前記生体データに対処する方法としての対処方
法情報とを表示する表示部と、
を具備する、
携帯検査装置。
【請求項５】前記生体データは、血圧、心拍数、体温、
血糖値、歩数、発汗量、表情、服薬量、食事内容、食事
のカロリー、イベント、運動量、体重、備考のうちの少
なくとも１つを含む、
請求項４に記載の携帯検査装置。
【請求項６】前記位置確認部は、前記位置の把握を、グ
ローバルポジショニングシステムを用いて行なう、
請求項４又は５に記載の携帯検査装置。
【請求項７】前記携帯端末部は、前記生体情報と前記位
置情報とを無線通信により出力する、
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請求項４乃至６のいずれか一項に記載の携帯検査装置。
【請求項８】生体データと、前記生体データにおける予
め設定された基準値としての基準生体情報とを関連付け
て格納している基準データベースと、
患者の生体データと、前記基準生体情報とに基づいて、
前記患者の生体データの異常を判定する異常判定部と、
前記生体データの異常な状態と、前記異常な状態に対す
る対処方法とを関連付けて格納している処理方法データ
ベースと、
前記患者の生体データが異常の場合に、前記対処方法に
基づいて、対処方法情報を出力する異常処理部と、
を具備する、
健康管理システム。
【請求項９】前記生体データは、血圧、心拍数、体温、
血糖値、歩数、発汗量、表情、服薬量、食事内容、食事
のカロリー、イベント、運動量、体重、備考のうちの少
なくとも１つを含む、
請求項８に記載の健康管理システム。
【請求項１０】前記基準データベースは、前記患者の年
齢、性別、既往症の内の少なくとも１つに基づいて、分
類されている、
請求項８又は９に記載の健康管理システム。
【請求項１１】患者に対して行なう医療処置と、前記医
療処置に対応する料金としての料金情報とを関連付けて
格納している料金データベースと、
予め設定された期間における患者への医療処置を格納す
る記憶部と、
前記期間毎に、前記患者への医療処置と前記料金情報と
に基づいて、前記患者の料金を計算し、請求する処理を
実行する料金精算部と、
を具備する、
精算システム。
【請求項１２】医療機関からの、前記医療機関が患者に
対して行なった医療処置の料金の請求を記憶する記憶部
と、
前記請求に基づいて、前記料金を支払に関する処理を前
記患者に代行して行う料金処理部と、
を具備する、
会計システム。
【請求項１３】患者の生体データを自動的に計測し、必
要に応じて前記患者本人が入力するステップと、
通信回線を介して前記生体データを送信するステップ
と、
前記送信の内容を前記患者本人が確認するステップと、
通信回線を介して前記生体データを受信するステップ
と、
前記生体データと、予め設定された基準生体情報とに基
づいて、前記患者の健康状態の異常の有無を判定するス
テップと、
前記異常が有る場合、前記生体データと前記異常とに基
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づいて、前記異常に対して予め設定された対処を行なう
ステップと、
を具備する、健康状態管理方法。
【請求項１４】前記基準生体情報は、前記生体データの
種類と、前記患者の年齢、性別、既往症の内の少なくと
も１つとに基づいて、選択される、
請求項１３に記載の健康状態管理方法。
【請求項１５】前記計測するステップは、前記患者の位
置としての位置情報を取得するステップを更に具備し、
前記予め設定された対処は、前記異常と前記位置情報と
に基づいて、前記位置への救急車の派遣の依頼を出力す
ることである、
請求項１３又は１４に記載の健康状態管理方法。
【請求項１６】前記予め設定された対処は、病院への前
記生体データの医師による診断の依頼、前記患者への前
記異常に対応する予め設定された薬剤の服用の指示、前
記患者への前記異常に対応する予め設定された行動の指
示の内の少なくとも１つである、
請求項１３又は１４に記載の健康状態管理方法。
【請求項１７】前記予め設定された対処に対する料金の
請求を行なうステップと、
前記請求に基づいて、前記料金の支払に関する処理を行
うステップと、
を更に具備する、
請求項１３乃至１６のいずれか一項に記載の健康状態管
理方法。
【請求項１８】前記患者の複数の生体データの各々の計
測を行い、必要に応じて前記患者本人が行う入力を受信
するステップと、
グローバルポジショニングシステムを用いて前記患者の
位置を把握するステップと、
前記計測の結果としての生体情報と前記位置としての位
置情報とを生成するステップと、
前記生体情報と前記位置情報とを無線通信により予め設
定されたシステムへ出力するステップと、
を具備する方法をコンピュータに実行させるためのプロ
グラム。
【請求項１９】患者の生体データを受信するステップ
と、
生体データにおける予め設定された基準値としての基準
生体情報を取得するステップと、
前記患者の生体データと、前記基準生体情報とに基づい
て、前記患者の生体データの異常を判定するステップ
と、
前記生体データが異常な状態である場合の対処方法を取
得するステップと、
前記患者の生体データが異常の場合に、前記対処方法に
基づいて、対処方法情報を無線通信により予め設定され
たシステムへ出力するステップと、
を具備する方法をコンピュータに実行させるためのプロ
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グラム。
【請求項２０】予め設定された期間において患者に対し
て行なわれた医療処置のデータを取得するステップと、
前記医療処置に対応する料金としての料金データを算出
するステップと、
前記期間毎に、前記料金データに基づいて、前記患者の
料金を請求する処理を実行するステップと、
を具備する方法をコンピュータに実行させるためのプロ
グラム。
【請求項２１】医療機関からの、前記医療機関が患者に
対して行なった医療処置の料金の請求を受信するステッ
プと、
前記請求に基づいて、前記料金を支払に関する処理を前
記患者に代行して行うステップと、
を具備する方法をコンピュータに実行させるためのプロ
グラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、健康状態管理シス
テムに関し、特に、対象者の健康状態を遠隔に監視し、
管理するシステムに関する。
【０００２】
【従来の技術】生活習慣病の恐れのある人や高齢者など
は、突然に、健康状態に異常を起こすことが予想され
る。そのような場合、助けを求められる人の居ない場所
や、電話のような連絡装置の無い場所では、その発見が
送れて致命的な状況に追い込まれる危険性がある。ま
た、携帯電話を所持していても、電話をかけられる状態
では無い場合も考えられる。不意の健康状態の異常の発
生に対して、迅速且つ適切に対応できる技術が求められ
ている。
【０００３】また、慢性の生活習慣病患者が海外に長期
滞在することになった場合、主治医の診察や指導を受け
ることが困難である。現地（海外）の医師は、当該患者
の情報を有していないため、その患者に対して適切な指
導を行なうことが出来るかどうかは不明である。生活習
慣病患者が海外でに長期滞在することになった場合で
も、適切な指導が受けられる技術が求められている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的
は、患者に不意の健康状態の異常が発生した場合に、迅
速且つ適切に対応し、患者を異常な状態から救助するこ
とが可能な健康状態管理システム及び健康状態管理方法
を提供することである。
【０００５】また、本発明の他の目的は、生活習慣病患
者が海外でに長期滞在することになった場合でも、日本
にいる場合と同様の継続的で適切な指導を受けることが
可能な健康状態管理システム及び健康状態管理方法を提
供することである。
【０００６】本発明の更に他の目的は、異常の対処や海
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外での指導等における料金の支払が容易な健康状態管理
システム及び健康状態管理方法を提供することである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】以下に、［発明の実施の
形態]で使用される番号・符号を用いて、課題を解決す
るための手段を説明する。これらの番号・符号は、［特
許請求の範囲］の記載と［発明の実施の形態］との対応
関係を明らかにするために付加されたものである。ただ
し、それらの番号・符号を、［特許請求の範囲］に記載
されている発明の技術的範囲の解釈に用いてはならな
い。
【０００８】従って、上記課題を解決するために、本発
明の健康状態管理システムは、携帯検査装置（５）と、
健康管理システム（６）とを具備する。ここで、携帯検
査装置（５）は、患者（１）に携帯され、患者（１）の
生体データを自動的に計測し、更に必要に応じて患者
（１）本人に入力され、生体情報として出力する。健康
管理システム（６）は、その生体情報と、予め設定され
た基準生体情報（３７、３８）とに基づいて、患者
（１）の異常を検知し、その異常に対して予め設定され
た対処（４２）を行なう。
【０００９】また、本発明の健康状態管理システムは、
救急車の派遣の要請に基づいて、その救急車の派遣を指
令可能な救急システム（９）を更に具備する。携帯検査
装置（５）は、更に、携帯検査装置（５）の位置として
の位置情報を出力する。健康管理システム（６）は、そ
の予め設定された対処（４２）として、その異常とその
位置情報とに基づいて、（必要に応じて）その位置へそ
の救急車を派遣する依頼を救急システム（９）へ出力す
る。そして、救急システム（９）は、その依頼に基づい
て、その位置へのその救急車の派遣を指令する。また、
健康管理システム（６）は、その予め設定された対処
（４２）として、その異常とその位置情報とに基づい
て、患者（１）本人が持つ携帯検査装置（５）の表示部
（１５－２）に、生体情報に基づいて生体データに対処
する方法としての対処方法情報を表示する。
【００１０】また、本発明の健康状態管理システムは、
精算システム（７）と、会計システム（８）とを更に具
備する。ここで、精算システム（７）は、予め設定され
た対処（４２）に対する料金の請求を行なう。会計シス
テム（８）は、その請求に基づいて、その料金の支払に
関する処理を患者（１）に代行して行う。
【００１１】上記課題を解決するために、本発明の携帯
検査装置は、患者（１）に携帯され、複数のセンサ（１
７）と、入力部（１５－１）と、位置確認部（１６）
と、検査制御部（１４）と、携帯端末部（１５）と、表
示部（１５－２）とを具備する。ここで、複数のセンサ
（１７）は、患者（１）の複数の生体データの各々の計
測を行なう。入力部（１５－１）は、患者（１）本人が
生体データの入力を行う。位置確認部（１６）は、患者
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（１）の位置を把握する。検査制御部（１４）は、その
計測及びその入力を制御し、その計測の結果としての生
体情報とその位置としての位置情報とを生成する。携帯
端末部（１５）は、その生体情報とその位置情報とを外
部へ出力する。表示部（１５－１）は、その生体情報
と、その生体情報に基づいてその外部から得られるその
生体データに対処する方法としての対処方法情報とを表
示する。
【００１２】また、本発明の携帯検査装置は、その生体
データが、血圧、心拍数、体温、血糖値、歩数、発汗
量、表情、服薬量、食事内容、食事のカロリー、イベン
ト、運動量、体重、備考のうちの少なくとも１つを含
む。
【００１３】また、本発明の携帯検査装置は、位置確認
部（１６）が、その位置の把握を、グローバルポジショ
ニングシステムを用いて行なう。
【００１４】更に、本発明の携帯検査装置は、携帯端末
部（１５）が、その生体情報とその位置情報とを無線通
信により出力する。それと共に、表示部（１５－２）に
表示する。
【００１５】上記課題を解決するために、本発明の健康
管理システムは、基準データベース（２１）と、異常判
定部（１９）と、処理方法データベース（２２）と、異
常処理部（２０）とを具備する。ここで、基準データベ
ース（２１）は、生体データ（３６）と、生体データ
（３６）における予め設定された基準値としての基準生
体情報（３７、３８）とを関連付けて格納している。異
常判定部（１９）は、患者（１）の生体データと、基準
生体情報（３７、３８）とに基づいて、患者（１）の生
体データの異常を判定する。処理方法データベース（２
２）は、生体データ（４０）の異常な状態（４１）と、
異常な状態（４１）に対する対処方法（４２）とを関連
付けて格納している。異常処理部（２０）は、患者
（１）の生体データが異常の場合に、対処方法（４２）
に基づいて、対処方法情報を出力する。
【００１６】また、本発明の健康管理システムは、その
生体データが、血圧、心拍数、体温、血糖値、歩数、発
汗量、表情、服薬量、食事内容、食事のカロリー、イベ
ント、運動量、体重、備考のうちの少なくとも１つを含
む。
【００１７】更に、本発明の健康管理システムは、基準
データベース（２１）が、患者（１）の年齢、性別、既
往症の内の少なくとも１つに基づいて、分類されてい
る。
【００１８】上記課題を解決するために、本発明の精算
システムは、料金データベース（２８）と、記憶部（２
７）と、料金精算部（２６）とを具備する。ここで、料
金データベース（２８）は、患者（１）に対して行なう
医療処置（４８）と、医療処置（４８）に対応する料金
としての料金情報（４９）とを関連付けて格納してい
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7
る。記憶部（２７）は、予め設定された期間における患
者（１）への医療処置を格納する。料金精算部（２６）
は、その期間毎に、患者（１）への医療処置と料金情報
（４９）とに基づいて、患者（１）の料金を計算し、請
求する処理を実行する。
【００１９】上記課題を解決するために、本発明の会計
システムは、記憶部（３２）と、料金処理部（３１）と
を具備する。記憶部（３２）は、医療機関（２）から
の、医療機関（２）が患者（１）に対して行なった医療
処置の料金の請求を記憶する。料金処理部（３１）は、
その請求に基づいて、その料金を支払に関する処理を患
者（１）に代行して行う。
【００２０】上記課題を解決するために、本発明の健康
状態管理方法は、患者（１）の生体データを自動的に計
測し、必要に応じて患者（１）本人が入力するステップ
と、通信回線（１０）を介してその生体データを送信す
るステップと、その送信の内容を患者（１）本人が確認
するステップと、通信回線（１０）を介してその生体デ
ータを受信するステップと、その生体データと、予め設
定された基準生体情報（３７、３８）とに基づいて、患
者（１）の健康状態の異常の有無を判定するステップ
と、その異常が有る場合、その生体データとその異常と
に基づいて、その異常に対して予め設定された対処（４
２）を行なうステップとを具備する。
【００２１】また、本発明の健康管理方法は、その基準
生体情報（３７、３８）が、その生体データの種類と、
患者（１）の年齢、性別、既往症の内の少なくとも１つ
とに基づいて、選択される。
【００２２】また、本発明の健康状態管理方法は、その
計測するステップが、患者（１）の位置としての位置情
報を取得するステップを更に具備する。そして、予め設
定された対処（４２）は、その異常とその位置情報とに
基づいて、（必要に応じて）その位置への救急車の派遣
の依頼を出力することである。また、予め設定された対
処（４２）として、患者（１）本人が持つ携帯検査装置
（５）の表示部（１５－２）に、生体情報に基づいて生
体データに対処する方法としての対処方法情報を表示す
る。
【００２３】更に、本発明の健康状態管理方法は、予め
設定された対処（４２）が、病院へのその生体データの
医師による診断の依頼、患者（１）へのその異常に対応
する予め設定された薬剤の服用の指示、患者（１）への
その異常に対応する予め設定された行動の指示の内の少
なくとも１つである。
【００２４】更に、本発明の健康状態管理方法は、予め
設定された対処（４２）に対する料金の請求を行なうス
テップと、その請求に基づいて、その料金の支払に関す
る処理を行うステップとを更に具備する。
【００２５】上記課題を解決するために、本発明に関わ
るプログラムは、患者（１）の複数の生体データの各々
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の計測を行い、必要に応じて患者（１）本人が行う入力
を受信するステップと、グローバルポジショニングシス
テムを用いて患者（１）の位置を把握するステップと、
その計測の結果としての生体情報とその位置としての位
置情報とを生成するステップと、その生体情報とその位
置情報とを無線通信により予め設定されたシステムへ出
力するステップとを具備する方法をコンピュータに実行
させる。
【００２６】また、本発明に関わるプログラムは、患者
（１）の生体データを受信するステップと、生体データ
における予め設定された基準値としての基準生体情報
（３７、３８）を取得するステップと、患者（１）の生
体データと、基準生体情報（３７、３８）とに基づい
て、患者（１）の生体データの異常を判定するステップ
と、その生体データが異常な状態である場合の対処方法
（４２）を取得するステップと、患者（１）の生体デー
タが異常の場合に、対処方法（４２）に基づいて、対処
方法情報を無線通信により予め設定されたシステムへ出
力するステップとを具備する方法をコンピュータに実行
させる。
【００２７】更に、本発明に関わるプログラムは、予め
設定された期間において患者（１）に対して行なわれた
医療処置のデータを取得するステップと、その医療処置
に対応する料金としての料金データを算出するステップ
と、その期間毎に、その料金データに基づいて、患者
（１）の料金を請求する処理を実行するステップとを具
備する方法をコンピュータに実行させる。
【００２８】更に、本発明に関わるプログラムは、医療
機関（２）からの、医療機関（２）が患者（１）に対し
て行なった医療処置の料金の請求を受信するステップ
と、その請求に基づいて、その料金を支払に関する処理
を患者（１）に代行して行うステップとを具備する方法
をコンピュータに実行させる。
【００２９】
【発明の実施の形態】以下、本発明である健康状態管理
システム及び健康状態管理方法の実施の形態に関して、
添付図面を参照して説明する。
【００３０】（実施例１）最初に、本発明である健康状
態管理システム及び健康状態管理方法の第１の実施の形
態の構成について、添付図面を参照して説明する。図１
は、本発明である健康状態管理システム及び健康状態管
理方法の第１の実施の形態における構成を示す図であ
る。健康状態管理システムは、図１に示されるように、
複数の情報処理装置が通信回線１０を介して双方向に接
続されている。その複数の情報処理装置は、患者１に属
する携帯検査装置５、病院２に属する健康管理システム
６及び精算システム７、精算事業者３に属する会計シス
テム８、及び救急センター４に属する救急システム９で
ある。
【００３１】患者１は、病院２及び精算事業者３と契約
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9
を行ない、本発明の健康状態管理システムを利用してい
る人である。必ずしも病気である必要は無い。携帯検査
装置５は、腕に取りつけるタイプのウエアラブルコンピ
ュータや腕時計タイプの携帯端末に例示される入力、出
力及び通信可能な携帯情報処理端末と、検査用の複数の
センサ（後述）とが一体化した装置であり、患者１に携
帯されている。複数の種類のセンサにより、患者１の複
数の種類の生体データを自動的に、本人の意思とは関係
無く（例示：予め設定された時間毎）計測する。更に、
必要に応じて患者１本人が生体データを入力する。そし
て、計測又は入力された生体データを生体情報として病
院２及び携帯検査装置５の表示部（１５－２、後述）へ
出力する。それと同時に、携帯検査装置５の位置として
の位置情報も出力する。
【００３２】ここで、生体データとは、生体の状態の指
標となる各種データである。生体データは、血圧、心拍
（数、周期、波形）、体温、血糖値、歩数、発汗量、表
情、服薬量（注射量）、食事（内容（メニュー）、カロ
リー等）、イベント（内容、運動種目等）、運動量、体
重、備考（患者によるコメント）に例示される。生体の
健康状態を表すデータであり、その種類と計測データと
の組（例示：体温、３７．５℃）で表現される。また、
生体情報は、患者１のＩＤ（契約時に取得）及び生体デ
ータである。位置情報は、（緯度、経度、海抜）で例示
される位置を特定することが可能な情報である。
【００３３】病院２は、患者１及び精算事業者３と契約
を行ない、健康状態管理システムにおける健康管理を担
当する。健康管理システム６は、ワークステーションに
例示される情報処理装置であり、病院２に属する。生体
情報と、予め設定された基準生体情報とに基づいて、患
者１の健康状態が異常であるかどうかを判定する。異常
であると判定された場合には、異常の内容に対応して、
予め設定された処理を行なう。精算システム７は、ワー
クステーションに例示される情報処理装置であり、病院
２に属する。患者１の異常事態の処理に要した費用を算
出し、契約に基づいて精算事業者３との間でその費用の
精算に関わる処理を行なう。精算システム７は、健康管
理システム６に含まれていても良い。その場合には、シ
ステムが少なくて済み、低コストである。
【００３４】ただし、健康管理システム６及び精算シス
テム７の少なくとも１つは、病院２に属していなくても
良い。その場合には、実際の医療行為に関わる部分を病
院２へ委託する。
【００３５】ここで、基準生体情報は、生体データの許
容範囲の上限および下限に例示され、その生体データが
異常であるかどうかを判定するための基準となる数値で
ある。なお、生体データの以上の判断は、データの瞬間
値だけでなく、時間変化（単位時間あたりの変化量）を
用いても良く、その場合には、それに対応した判断基準
を用いる。

10
【００３６】精算事業者３は、患者１及び病院２と契約
を行ない、健康状態管理システムにおける患者１と病院
２との間の費用の支払いを代行する。精算事業者３は、
保険会社や健康保険組合、クレジットカード会社などに
例示される。なお、精算事業者３は、病院２の関連会社
や、病院２に含まれていても良い。その場合には、シス
テムが簡略化されるほか、低コストである。会計システ
ム８は、ワークステーションに例示される情報処理装置
であり、精算事業者３に属する。病院２の精算システム
７から請求される患者１の異常事態の処理に要した費用
について、契約に基づいて病院２との間でその費用の精
算に関わる処理を行なう。なお、精算事業者３が、病院
２に含まれている場合、会計システム８が、精算システ
ム７に含まれていても良い。その場合には、システムが
少なくて済み、低コストである。
【００３７】救急センター４は、救急車を有し、出動指
令に応じて、救急車を出動させる。救急車は、急病患者
を病院へ搬送する。なお、救急センター４は、病院２に
含まれていても良い。その場合には、システムが簡略化
されるほか、低コストである。救急システム９は、ワー
クステーションに例示される情報処理装置であり、救急
センター４に属する。健康管理システム６の行なう予め
設定された処理が救急車の出動指令の場合、出動指令と
同時に送信される位置情報に基づいて、救急車をその位
置情報の場所へ急行させる指令を発する。救急車は、位
置情報の位置へ急行し、患者１を収容し、病院２等へ搬
送する。なお、救急センター４が、病院２に含まれてい
る場合、救急システム９が、健康管理システム６に含ま
れていても良い。その場合には、システムが少なくて済
み、低コストである。
【００３８】通信回線１０は、患者１、病院２、精算事
業者３及び救急センター４を通信可能なように繋いでい
る。通信回線１０は、インターネットや無線を用いる電
話回線を含む公衆電話回線に例示される。通信衛星１１
は、位置情報を得るために用いるグローバルポジショニ
ングシステム（ＧＰＳ）の衛星群である。
【００３９】ここで、患者１と病院２と精算事業者３と
の間の契約は、患者１に異常事態が発生した場合の病院
２の緊急対応等の患者１の健康管理に関する契約、患者
１と病院２との間の料金の支払に関する契約、病院２と
精算事業者３との間の料金の支払に関する契約等を含
む、本発明の健康状態管理システムを実行するために必
要な契約である。
【００４０】次に、図２を参照して、携帯検査装置５に
ついて説明する。図２は、本発明の健康状態管理システ
ムの第１の実施の形態に関わる携帯検査装置５を示す図
である。携帯検査装置５は、検査制御部１４、携帯端末
部１５、位置確認部１６及び生体データセンサ１７を具
備する。携帯端末部１５は、入力部１５－１と表示部１
５－２とを具備する。生体データセンサ１７は、患者の



(7) 特開２００３－３０３２３９

10

20

30

40

50

11
健康状態を表す複数の種類の生体データを計測（取得）
する、検査用の複数の種類のセンサである。患者１の複
数の種類の生体データを自動的に（例示：予め設定され
た時間毎）計測する。必要に応じ、患者１は、生体デー
タを入力部１５－１から直接入力することも出来る。位
置確認部１６は、グローバルポジショニングシステムを
用いる測位装置に例示され、携帯検査装置５（＝患者
１）の位置を正確に把握する。そして、位置情報を生成
する。検査制御部１４は、生体データセンサ１７及び位
置確認部１６を制御する。そして、生体データの計測の
結果と患者１を示す患者ＩＤ（検査制御部１４に格納）
とに基づいて、生体情報を生成する。そして、位置情報
と生体情報とを、通信回線１０を介して病院２の健康管
理システム６へ出力する。携帯端末部１５は、無線通信
可能なＰＤＡや携帯電話に例示される携帯端末機能を有
する。そして、患者１本人に生体情報を表示部１５－２
に表示する。また、通信回線１０を介して、病院２の各
システムと通信を行い、生体情報を有する患者１の状態
に対処する方法としての対処方法情報を表示部１５－２
に表示する。
【００４１】次に、図３を参照して、健康管理システム
６について説明する。図３は、本発明の健康状態管理シ
ステムの第１の実施の形態に関わる健康管理システム６
を示す図である。健康管理システム６は、異常判定部１
９、異常処理部２０、基準データベース２１、処理方法
データベース２２及び患者データベース２３とを具備す
る。基準データベース２１は、複数の生体データの各々
と、予め設定された基準値としての基準生体情報とを対
応付けて記憶している。異常判定部１９は、携帯検査装
置５から送信された生体情報（患者ＩＤ＋生体データ、
患者データベース２３に格納された過去の生体データを
含む）と、基準データベース２１から得られるその生体
データに対する基準生体情報とに基づいて、生体データ
の異常を判定する。生体データが、基準生体情報で示さ
れる生体データの許容範囲から逸脱している場合に、異
常と判定する。その場合には、異常を示す異常情報を出
力する。ここで、異常情報は、異常の種類と生体データ
の種類との組み、で例示される。処理方法データベース
２２は、複数の生体データの各々と、それらの生体デー
タの異常の種類と、それらの異常の種類への予め設定さ
れた処理としての対処方法とを関連付けて記憶してい
る。異常処理部２０は、異常判定部１９から出力された
異常情報に基づいて、生体データが異常の場合に、処理
方法データベース２２から得られる対処方法に基づい
て、予め設定された処理を実行する。その時、対処方法
は、対処方法情報として精算システム７及び携帯検査装
置５へ出力される。患者データベース２３は、患者１と
患者ＩＤと患者１の医療データ（過去の生体データを含
む）とを関連付けて記憶している。
【００４２】ここで、図６を参照して、基準データベー
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ス２１について、更に説明する。図６は、本発明の健康
状態管理システムの第１の実施の形態に関わる基準デー
タベース２１を示す図である。基準データベース２１
は、複数の生体データの各々と、予め設定された基準値
としての基準生体情報とを対応付けて記憶している。す
なわち、生体データの名称（種類）を示すデータ名称３
６と、その生体データにおいて、健康状態が良好（ある
いは緊急事態というほどではない）の場合の許容範囲の
下限値を示す基準値Ａ３７と、上限値を示す基準値Ｂ３
８とが関連付けられている。例えば、データ名称３６／
基準値Ａ３７／基準値Ｂ３８＝体温／３５℃／３８℃、
である。また、心拍数の変化などの時間変化に応じた基
準値を用いても良い。
【００４３】同じ種類の生体データであっても、患者の
健康状態や年齢、性別などに応じた基準データベース２
１のデータを準備しても良い。その場合には、患者ＩＤ
に基づいて、患者データベース２３から患者の情報を引
き出し、それに基づいて、適切な基準データベース２１
のデータを引き出すようにすれば良い。このようにする
ことで、より実態に即した対応を行なうことが可能とな
る。また、本実施例では、各基準値はそれぞれ１つであ
るが、複数のレベルを設けることも可能である。例え
ば、レベル１では、許容範囲Ａ１～Ｂ１、レベル２で
は、許容範囲Ａ２～Ｂ２（ただし、Ａ２＜Ａ１＜Ｂ１＜
Ｂ２）である。このようにすることで、よりきめの細か
い健康管理を行なうことが可能となる。
【００４４】次に、図７を参照して、処理方法データベ
ース２２について、更に説明する。図７は、本発明の健
康状態管理システムの第１の実施の形態に関わる処理方
法データベース２２を示す図である。処理方法データベ
ース２２は、複数の生体データの各々と、それらの生体
データの異常の種類（異常情報）と、それらの異常の種
類への予め設定された処理としての対処方法とを関連付
けて記憶している。すなわち、生体データの名称（種
類）を示すデータ名称４０（データ名称３６と同様）
と、生体データの異常の種類（状態）を示す事象４１
と、その事象４１が起こった場合の対処方法を示す対処
方法４２とが関連付けられている。ここで、事象４１
は、上限値１０％超過、体温３８℃以上、などに例示さ
れる。また、対処方法４２は、救急車出動、遠隔診断、
薬剤Ａ服用、５分間安静、あるいは、病院への前記生体
データの医師による診断の依頼、前記患者への前記異常
に対応する予め設定された薬剤の服用の指示、前記患者
への前記異常に対応する予め設定された行動の指示など
に例示される。
【００４５】次に、図８を参照して、患者データベース
２３について、更に説明する。図８は、本発明の健康状
態管理システムの第１の実施の形態に関わる患者データ
ベース２３を示す図である。患者データベース２３は、
患者１と患者ＩＤと患者１の医療データ（過去の生体デ
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ータを含む）とを関連付けて記憶している。すなわち、
患者１の氏名としての患者氏名４４と、患者ＩＤとして
のＩＤ４５と、患者１の医療データとしての患者医療デ
ータ４６とが関連付けられている。ここで、患者医療デ
ータは、患者の身長、体重、血液型に例示される基礎デ
ータと、既往症や現在の治療状態、服用している薬剤な
どの治療データと、携帯検査装置５から送信されてくる
全生体データ（継続的に患者データベース２３へ記憶）
とに例示される。
【００４６】続いて、図４を参照して、精算システム７
について説明する。図４は、本発明の健康状態管理シス
テムの第１の実施の形態に関わる精算システム７を示す
図である。精算システム７は、料金精算部２６、記憶部
２７及び料金データベース２８を具備する。料金データ
ベース２８は、患者に対して行なう処理である対処方法
（対処方法４２と同様）と、それに関する料金に関わる
情報とを関連付けて記憶している。記憶部２７は、患者
１に対して行なった処理である対処方法としての対処方
法情報を、予め設定された期間（例示：１ヶ月）分格納
する。そして、設定期間終了後に、料金精算部２６へ出
力する。料金精算部２６は、患者１に関する対処方法情
報と、料金データベース２８から得られるその対処方法
に対応する料金とに基づいて、患者１の処理に要した費
用としての対処費用を算出する。そして、患者１と病院
２と精算事業者３との契約に基づいて、精算事業者３と
の間で対処費用の精算に関わる処理を行なう。対処費用
は、対処費用情報として精算事業者３の会計システム８
へ出力される。
【００４７】なお、料金の精算は、上述のように、予め
設定した期間毎では無く、患者１への対処が行なわれる
毎に、行なっても良い。
【００４８】ここで、図９を参照して、料金データベー
ス２８について、更に説明する。図９は、本発明の健康
状態管理システムの第１の実施の形態に関わる料金デー
タベース２８を示す図である。料金データベース２８
は、患者に対して行なう処理である対処方法と、それに
関する料金に関わる情報とを関連付けて記憶している。
すなわち、患者１に対して行なった処理である対処方法
（対処方法情報）を示す対処方法４８（対処方法４２と
同様）と、その対処方法に要する費用を示す料金４９と
が関連付けられている。
【００４９】次に、図５を参照して、会計システム８に
ついて説明する。図５は、本発明の健康状態管理システ
ムの第１の実施の形態に関わる会計システム８を示す図
である。会計システム８は、料金処理部３１と、記憶部
３２と、契約データベース３３と、患者支払データベー
ス３４とを具備する。契約データベース３３は、患者１
と、患者１と病院２と精算事業者３とで締結されている
契約に関わる情報とを関連付けて記憶している。記憶部
３２は、病院２の精算システム７から出力された対処費
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用情報を記憶する。そして、予め設定された時期（例
示：毎月２５日）に、料金処理部３１へ出力する。料金
処理部３１は、病院２の精算システム７から請求される
患者１の処理に要した費用としての対処費用情報と契約
とに基づいて、対処費用情報の精算について、病院２と
の間でその費用の精算に関わる処理を行なう。すなわ
ち、患者１と病院２との間の費用の支払いを代行する。
患者支払データベース３４は、患者１と、患者１に関す
る対処費用とを関連付けて記憶している。
【００５０】なお、料金の精算は、上述のように、予め
設定した時期毎では無く、患者１への対処が行なわれる
毎に、行なっても良い。
【００５１】ここで、図１０を参照して、契約データベ
ース３３について、更に説明する。図１０は、本発明の
健康状態管理システムの第１の実施の形態に関わる契約
データベース３３を示す図である。契約データベース３
３は、患者１と、患者１と病院２と精算事業者３とで締
結されている契約に関わる情報とを関連付けて記憶して
いる。すなわち、患者１の氏名としての患者氏名５２
（患者氏名４４と同様）と、患者ＩＤとしてのＩＤ５３
（ＩＤ４５と同様）と、患者１と病院２と精算事業者３
とで締結されている契約としての契約内容５４とが関連
付けられている。ここで、契約内容５４は、料金の支払
方法や、支払う料金の種類などに例示される。
【００５２】ここで、図１１を参照して、患者支払デー
タベース３４について、更に説明する。図１１は、本発
明の健康状態管理システムの実施の形態に関わる患者支
払データベース３４を示す図である。患者支払データベ
ース３４は、患者１と、患者１に関する対処費用とを関
連付けて記憶している。すなわち、患者１の氏名として
の患者氏名５７（患者氏名４４と同様）と、患者ＩＤと
してのＩＤ５８（ＩＤ４５と同様）と、精算事業者３が
患者１に関する対処費用として、病院２へ支払った費用
としての支払５９とが関連付けられている。
【００５３】次に、本発明である健康状態管理システム
を適用した健康状態管理方法の第１の実施の形態の動作
について、添付図面を参照して説明する。図１２は、本
発明である健康状態管理システムを適用した健康状態管
理方法の第１の実施の形態を示すフロー図である。ただ
し、図１２においては、精算に関しては省略している
（後述）。前提として、患者１と病院２と精算事業者３
とは、本発明である健康状態管理システムに関して、予
め契約を行なっている。
【００５４】（Ａ）患者の異常に対する対処プロセス
（１）ステップＳ１１：患者１の複数の種類の生体デー
タは、携帯検査装置５の生体データセンサ１７により計
測される。必要に応じて、患者１は、生体データを直接
入力する。そして、生体データと患者ＩＤとを有する生
体情報と、患者１の位置を示す位置情報とが、携帯検査
装置５の検査制御部１４により生成される。
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（２）ステップＳ１２：生体情報と位置情報とが、携帯
検査装置５の携帯端末部１５から健康管理システム６へ
出力される。それと同時に、携帯端末部１５の表示部１
５－２に出力内容が表示される。
（３）ステップＳ１３：携帯検査装置５から送信された
生体情報（患者ＩＤ＋生体データ、患者データベース２
３に格納された過去の生体データを含む）は、健康管理
システム６の異常判定部１９により、基準データベース
２１から得られる基準生体情報と比較され、異常である
か否かが判定される。すなわち、生体データが、異常で
無い場合には、ステップＳ１１へ戻る。生体データが異
常である場合には、異常を示す異常情報が、異常判定部
１９から健康管理システム６の異常処理部２０へ出力さ
れる。
（４）ステップＳ１４：異常判定部１９から出力された
異常情報に基づいて、異常処理部２０により、処理方法
データベース２２から対処方法が決定される。対処方法
は、通信により携帯検査装置５の携帯端末部１５の表示
部１５－２に表示しても良い。
（５）ステップＳ１５：対処方法が救急車の出動（ある
いは救急車＋医師の出動等）指令を含む場合には、ステ
ップＳ１６へ進む。そうでない場合には、ステップＳ１
９へ進む。
（６）ステップＳ１６：位置情報及び対処方法（救急車
の出動指令）が、異常対処部２０から救急システム９へ
出力される。
（７）ステップＳ１７：異常対処部２０から出力された
救急車の出動指令と位置情報とに基づいて、救急システ
ムから、救急隊員へ救急車をその位置情報の場所へ急行
させる指令が発せられる。救急車は、位置情報の位置へ
急行し、患者１を収容し、病院２等へ搬送する。それら
の作業終了後、救急隊員は、救急システムへ作業終了を
示すデータを送信する。
（８）ステップＳ１８：作業終了を示すデータに基づい
て、救急システムから健康管理システム６の異常処理部
２０へ、終了情報が出力される。
（９）ステップＳ１９：対処方法（対処方法情報）が、
異常対処部２０から携帯検査装置５の携帯端末部１５へ
送信される。
（１０）ステップＳ２０：異常対処部２０から出力され
た対処方法（対処方法情報）は、携帯端末部１５の表示
部１５－２に表示される。そして、対処方法に基づい
て、患者１は、然るべき対処を行なう（例示：患者１へ
の携帯検査装置５を介する薬剤Ａの服用の指示、医師へ
の病院２の院内システム（図示せず）を介する生体デー
タに基づく緊急診断の依頼）。必要に応じて、患者１
は、携帯端末部１５を用いて、更なるアドバイス、医師
の診断、救急車の要請等を行なうことも可能である。
（１１）ステップＳ２１：事態が改善した場合には、終
了情報が、患者１により、携帯検査装置５の携帯端末部
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１５を介して異常対処部２０へ送信される。
【００５５】図１７に、ステップＳ１４及びステップＳ
２０において、携帯端末部１５の表示部１５－２で表示
される画面６８の例を示す。生体データの計測又は入力
した日時を示す月日６９及び時刻７０、生体データの種
類を示す生体データ７１、患者１本人の入力による生体
データを示す入力７２、対処方法情報を示す対処情報７
３（異常情報は、事象４１に対応し、対処方法は、対処
方法４２に対応する）の各項目が表示される。ただし、
図１７は、表示の一例であり、本発明がこの例に限定さ
れるものではない。
【００５６】本発明により、患者に不意の健康状態の異
常が発生した場合に、患者が対応できない事態に陥って
も、健康管理システム及び救急システムが迅速且つ適切
に対応するので、患者を異常な状態から早期に救助する
ことが出来る。そして、患者容態の悪化や致命的な状況
を回避することが可能となる。
【００５７】次に、健康状態管理システムにおける料金
の精算について説明する。図１３は、本発明である健康
状態管理システムを適用した健康状態管理方法の第１の
実施の形態のうち、料金の精算に関するフローを示す図
である。前提として、患者１と病院２と精算事業者３と
は、本発明である健康状態管理システムに関して、予め
契約を行なっている。そして、図１２に示すような患者
１の緊急事態に対処している。
【００５８】（Ｂ）料金の精算に関するプロセス
（１）ステップＳ３１：（Ａ）ステップＳ１８又はステ
ップ２１による終了情報に基づいて、異常処理部２０か
ら、対処方法情報が、精算システム７へ出力される。
（２）ステップＳ３２：対処方法情報と料金データベー
ス２８から得られるその対処方法に対応する料金４９と
に基づいて、予め設定された期間（例示：１ヶ月）毎
に、料金精算部２６において、患者１の処理に要した費
用としての対処費用（期間毎の総計）が算出される。
（３）ステップＳ３３：対処費用としての対処費用情報
は、料金精算部２６から精算事業者３の会計システム８
へ出力される。
（４）ステップＳ３４：対処費用情報と契約データベー
ス３３から得られる契約内容５４とに基づいて、予め設
定された時期（例示：毎月２５日）毎に、料金処理部３
１において、患者１と病院２との間の費用の支払いを代
行する。費用の支払は、病院２の有する金融機関の指定
口座への費用の振込や、手形等の発行及び送付、現金の
送付等に例示される。支払内容は、患者支払データベー
ス３４へ書き込まれる。
（５）ステップＳ３５：支払の終了後、支払終了を示す
精算情報が、料金処理部３１から精算システム７へ出力
される。
（６）ステップＳ３６：精算システム７（の料金精算部
２６）は、料金の支払が行なわれたかどうかを確認す
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る。確認方法は、費用の支払に応じて、適宜従来行なわ
れている最適な方法を用いる。なお、患者１は、契約に
従い、適宜精算事業者３へ料金の支払いを行なう。
【００５９】本発明により、予め行なう契約に基づいて
精算事業者３が料金の支払いの代行を行なってくれるの
で、異常の対処等における料金の支払を患者が行なうこ
とが無く、料金の支払が非常に容易となる。また、料金
が予め設定された期間毎に引き落とされるように契約す
れば、利用機会毎に代金を支払う必要が無く、所持金が
不足している場合でも利用でき、便利で有用である。
【００６０】（実施例２）次に、本発明である健康状態
管理システム及び健康状態管理方法の第２の実施の形態
の構成について、添付図面を参照して説明する。図１４
は、本発明である健康状態管理システム及び健康状態管
理方法の第２の実施の形態における構成を示す図であ
る。健康状態管理システムは、図１４に示されるよう
に、複数の情報処理装置が通信回線１０を介して双方向
に接続されている。その複数の情報処理装置は、患者１
に属する携帯検査装置５、病院２に属する健康管理シス
テム６及び精算システム７、精算事業者３に属する会計
システム８、及び海外医療機関６１に属する医療システ
ム６２である。
【００６１】患者１は、実施例１と同様である。ただ
し、本実施例では、海外（日本以外の国）へ長期滞在し
ている。長期とは、生活習慣病を有する患者１が、生活
指導を受ける周期以上の長さの期間である。すなわち、
患者１が、海外において生活指導を受ける場合を想定し
ている。
【００６２】海外医療機関６１は、病院２と契約を行な
い、海外において患者１の生活指導を担当する。医療シ
ステム６２は、ワークステーションに例示される情報処
理装置であり、海外医療機関６１に属する。病院２（の
健康管理システム６）から送信される既述の患者医療デ
ータ（患者データベース２３に格納されている）を格
納、更新し、担当医師の指令によりデータを出力する。
【００６３】病院２は、患者１及び精算事業者３と契約
を行ない、健康状態管理システムにおける健康管理を担
当する。それと同時に、海外医療機関６１と契約を行な
い、海外における患者１の生活指導を委託している。健
康管理システム６は、継続的に取得されている患者１の
生体データを含む既述の患者医療データ４６（患者デー
タベース２３に格納されている）を医療システム６２へ
送信している。その際、異常判定部１９は、携帯検査装
置５から送信された生体情報（患者ＩＤ＋生体データ）
から、生活習慣病の指導に必要なデータを抽出（選択）
して、送信する。その他の機能及び動作は、実施例１と
同様であるのでその説明を省略する。
【００６４】携帯検査装置５、精算システム７、精算事
業者３及び会計システム８、通信回線１０は、実施例１
と同様であるのでその説明を省略する（ただし、図中、
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救急センター４を省略している）。
【００６５】次に、図１５を参照して、医療システム６
２について説明する。図１５は、本発明の健康状態管理
システムの第２の実施の形態に関わる医療システム６２
を示す図である。医療システム６２は、ガイダンス部６
４及び患者データベース６５を具備する。患者データベ
ース６５は、既述の患者データベース２３（図８）と同
様、患者１と患者ＩＤと患者１の医療データ（過去の生
体データを含む）とを関連付けて記憶している。これら
の情報は、病院２の健康管理システム６より送信され、
更新される。ガイダンス部６４は、海外における患者１
の担当医師が患者１生活指導を行なう際に、スケジュー
ル管理や、指導内容の管理を行なう。
【００６６】次に、本発明である健康状態管理システム
を適用した健康状態管理方法の第２の実施の形態の動作
について、添付図面を参照して説明する。図１６は、本
発明である健康状態管理システムを適用した健康状態管
理方法の第２の実施の形態を示すフロー図である。ただ
し、図１２においては、精算に関しては省略している。
前提として、患者１と病院２と精算事業者３とは、本発
明である健康状態管理システムに関して、予め契約を行
なっている。その契約は、実施例１と同様の契約の他、
生活習慣病に関する契約、海外での病気治療（生活）指
導に関する契約を含む。また、病院２は、更に、海外医
療機関６１と契約を行ない、海外医療機関６１に海外に
おける患者１の生活指導を委託している。
【００６７】（Ｃ）患者の異常に対する対処プロセス
（１）ステップＳ４１：患者１の複数の種類の生体デー
タは、携帯検査装置５の生体データセンサ１７により計
測される。そして、生体データと患者ＩＤとを有する生
体情報と、患者１の位置を示す位置情報とが、携帯検査
装置５の検査制御部１４により生成される。
（２）ステップＳ４２：生体情報と位置情報とが、携帯
検査装置５の携帯端末部１５から健康管理システム６へ
出力される。
（３）ステップＳ４３：携帯検査装置５から送信された
生体情報（患者ＩＤ＋生体データ）から、健康管理シス
テム６の異常判定部１９により、生活習慣病の指導に必
要なデータが抽出される。
（４）ステップＳ４４：生活習慣病の指導に必要なデー
タとしての指導用情報は、医療システム６２へ送信され
る。
（５）ステップＳ４５：指導用情報は、患者データベー
ス６５に格納される。そして、担当医師は、患者データ
ベース６５の各種データに基づいて、患者１に対して生
活習慣病に関わる指導を行なう。指導は、糖尿病におけ
る食事のカロリー指導に例示される。指導を行なう毎、
あるいは、予め設定された回数の指導毎に、担当医師に
より、ガイダンス部６４へ、指導終了を示す終了情報が
入力される。
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（６）ステップＳ１６：終了情報は、ガイダンス部６４
からを健康管理システム６へ送信される。
【００６８】本発明により、生活習慣病患者が海外に長
期滞在する場合でも、日本にいる場合と同様の継続的で
適切な指導を受けることが可能となる。
【００６９】なお、健康状態管理システムにおける料金
の精算については、海外医療機関６１と病院２との間
で、指導委託手数料を海外送金等の従来の方法で授受を
行なうこと以外は、患者１と病院２と精算事業者３との
間で実施例１（Ｂ）と同様に行なうことが可能（ただ
し、（Ｂ）ステップＳ３１を（Ｃ）ステップＳ４６の終
了情報で開始する）であるので、その説明を省略する。
【００７０】本発明により、生活習慣病患者が海外で長
期滞在する場合でも、予め行なう契約に基づいて精算事
業者３が料金の支払いの代行を行なってくれるので、海
外での指導等における料金の支払を患者が行なうことが
無く、料金の支払が非常に容易となる。
【００７１】
【発明の効果】本発明により、患者に不意の健康状態の
異常が発生した場合や、生活習慣病患者が海外で長期滞
在する場合でも、適切な医療措置を受けることが可能と
なる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明である健康状態管理システム及び健康状
態管理方法の実施の形態における構成を示す図である。
【図２】本発明である健康状態管理システムの実施の形
態に関わる携帯検査装置の構成を示す図である。
【図３】本発明である健康状態管理システムの実施の形
態に関わる健康管理システムの構成を示す図である。
【図４】本発明の健康状態管理システムの実施の形態に
関わる精算システムを示す図である。
【図５】本発明の健康状態管理システムの実施の形態に
関わる会計システムを示す図である。
【図６】本発明の健康状態管理システムの実施の形態に
関わる基準データベースを示す図である。
【図７】本発明の健康状態管理システムの実施の形態に
関わる処理方法データベースを示す図である。
【図８】本発明の健康状態管理システムの実施の形態に
関わる患者データベースを示す図である。
【図９】本発明の健康状態管理システムの実施の形態に
関わる料金データベースを示す図である。
【図１０】本発明の健康状態管理システムの実施の形態
に関わる契約データベースを示す図である。
【図１１】本発明の健康状態管理システムの実施の形態
に関わる患者支払データベースを示す図である。
【図１２】本発明である健康状態管理システムを適用し
た健康状態管理方法の実施の形態を示すフロー図であ
る。
【図１３】本発明である健康状態管理システムを適用し
た健康状態管理方法の実施の形態における料金の精算に
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関するフローを示す図である。
【図１４】本発明である健康状態管理システム及び健康
状態管理方法の第２の実施の形態における構成を示す図
である。
【図１５】本発明の健康状態管理システムの第２の実施
の形態に関わる医療システム６２を示す図である。
【図１６】本発明である健康状態管理システムを適用し
た健康状態管理方法の第２の実施の形態を示すフロー図
である。
【図１７】本発明である健康状態管理システムの実施の
形態に関わる携帯検査装置の携帯端末部表示例を示す図
である。
【符号の説明】
１    患者
２    病院
３    精算事業者
４    救急センター
５    携帯検査装置
６    健康管理システム
７    精算システム
８    会計システム
９    救急システム
１０    通信回線
１１    通信衛星
１４    検査制御部
１５    携帯端末部
１５－１    入力部
１５－２    表示部
１６    位置確認部
１７    生体データセンサ
１９    異常判定部
２０    異常処理部
２１    基準データベース
２２    処理方法データベース
２３    患者データベース
２６    料金精算部
２７    記憶部
２８    料金データベース
３１    料金処理部
３２    記憶部
３３    契約データベース
３４    患者支払データベース
３６    データ名称
３７    基準値Ａ
３８    基準値Ｂ
４０    データ名称
４１    事象
４２    対処方法
４４    患者氏名
４５    ＩＤ



(12) 特開２００３－３０３２３９

10

21
４６    患者医療データ
４８    対処方法
４９    料金
５２    患者氏名
５３    ＩＤ
５４    契約内容
５７    患者氏名
５８    ＩＤ
５９    支払
６１    海外医療機関 *
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*６２    医療システム
６４    ガイダンス部
６５    患者データベース
６８    画面
６９    月日
７０    時刻
７１    生体データ
７２    入力
７３    対処情報

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図１５】
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